
議会のニュース

12◎｢あなたと市議会うつのみや｣157号の印刷費1,453,086円（消費税含む） ◎次回の発行は、10月下旬の予定です。

※上記日程は変更になる可能性がありますので、ご来場の際
は、事前にお問い合わせください。
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　本会議は一般に公開されており、個人・団体を問わず自由
に傍聴できます（定員120人）。議会棟６階の傍聴受付でお
申し込みください。なお、手話通訳の必要な方は、傍聴した
い本会議の５日前までにお申し込みください。
　また、常任委員会なども５人まで傍聴できます。議会棟３
階の議会事務局窓口に開会10分前までにお申し込みください。
希望者が多い場合は抽選となります。

9月定例会の日程（予定）

議会事務局議事課　電話（632）2608

月　　　日 内　　　容 時　間

中核市議会議長会　議会報コンクールで
最優秀賞を受賞しました

　去る４月15日に宮崎市で開催された中核市議会議
長会において、第９回議会報コンクールが開催され、
選考の結果、39参加市の中から「あなたと市議会う
つのみや155号」が最優秀賞に選ばれました。
　審査員からは、市民目線で読みやすさを考えた内
容や工夫されたレイアウトなどが評価されました。
　今後とも、市民
の皆様に親しまれ
る、分かりやすい
議会広報紙となる
よう取り組んでま
いります。

※
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見
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、
国
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関
に
提
出
し
ま
し
た
。

傍聴のご案内

議会事務局総務課　電話（632）2604　FAX（632）2613

平成25年度の
政務活動費収支報告書等を公開

　政務活動費とは議員の調査研究活動に必要な経費
の一部を助成するものです。
　宇都宮市議会では政務活動費取扱いマニュアルを
定め、収支報告書や明細書、領収書等の原本を議長
に提出することとしています。
　平成20年度分からの会派の政務活動（調査）費収
支状況を、市議会ホームページで公開しているほか、
平成25年度の収支報告書や明細書、政務活動費実績
報告書の原本を議会事務局で、写しを市役所１階の
行政情報センターでご覧いただけます。
　詳しい閲覧の方法については、ホームページ等で
ご確認ください。

〇ホームページアドレス
http://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/gikai/

8月29日(金) 本会議開会 午前10時

　   10日(水)～11日(木) 常任委員会 〃

9月30日(火) 本会議閉会 〃

9月  4日(木)～   5日(金)
　　  8日(月)～   9日(火)

一般質問 〃

　   12日(金) 
　   16日(火)～19日(金) 

決算審査特別委員会 
企業会計決算審査特別
委員会

〃
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